
個人所得税率 (単位：タイバーツ) ※課税対象額は諸控除(本人控除など)を抜いた額です。

課税対象額 税率 最高所得税額 最大累計所得税額

〜150,000 0% 0 0

〜300,000 5% 7,500 7,500

〜500,000 10% 20,000 27,500

〜750,000 15% 37,500 65,000

〜1,000,000 20% 50,000 115,000

〜2,000,000 25% 250,000 365,000

〜5,000,000 30% 900,000 1,265,000

5,000,001〜 35% - -

おおよその所得税計算方法

課税対象額が250万バーツの場合

まず、2,000,000バーツに対しての所得税が、365,000バーツ(上記最大累計所得税額参照)

残りが、(2,500,000 - 2,000,000) x 30% = 150,000バーツ

二つを足して、365,000 + 150,000 = 【515,000バーツ】が所得税となります。

課税対象額が120万バーツの場合

まず、1,000,000バーツに対しての所得税が、115,000バーツ(上記最大累計所得税額参照)

残りが、(1,200,000 - 1,000,000) x 25% = 50,000バーツ

二つを足して、115,000 + 50,000 = 【165,000バーツ】が所得税となります。

課税対象額が75万バーツの場合

まず、500,000バーツに対しての所得税が、27,500バーツ(上記最大累計所得税額参照)

残りが、(750,000 - 500,000) x 15% = 37,500バーツ

二つを足して、27,500 + 37,500 = 【65,000バーツ】が所得税となります。


